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総 務 文 教 委 員 会  

  開  催  日：平成 26年 9月 8日 (月 ) 

開 催 時 間 ：10 時 25 分～ 10 時 41 分 

開催場所：全  員  協  議  会  室 

（委 員） 佐々木委員長、岡本副委員長 

岡野委員、小川委員、森谷委員、野藤委員、上野委員、江角委員 

 

（議長・委員外議員）笹田議員、芦谷議員、平石議員、西村議員、牛尾昭議員 

 

（執行部 総務文教委員会 所属管理職）  

久保田市長 

〔総務部〕牛尾総務部長、前木総務部次長（総務課長）、古森人事課長 

〔地域政策部〕砂川地域政策部長、細川地域政策部次長（政策企画課長） 

〔金城支所〕吉永金城支所長 

〔旭支所〕岩谷旭支所長、官澤自治振興係長 

 

（事務局） 篠原書記  

 

 

【議 題】 

1 同意第 4号 浜田市副市長（金城自治区長）の選任について 

〔賛成多数 同意〕 

 

2 同意第 5号 浜田市副市長（旭自治区長）の選任について 

〔賛成多数 同意〕 

 

 

 

【会議録は2ページ～5ページ】

議   長 副議長 局  長 次  長 係  長 係 合   議 

       

このとおり作成しましたので報告します。 
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〔 10 時 25 分 開議 〕 

 

佐々木委員長  皆さんお揃いなので、ただいまから総務文教委員会を開会する。出席

議員は８名全員で定足数に達しているため、ただちに会議に入る。これ

より審査に入るが、本日の審査は当委員会に付託された案件のうち、レ

ジュメにあるように人事案件２件について審査を行う。 

 

１．同意第4号 浜田市副市長（金城自治区長）の選任について 

佐々木委員長  まず議題１について。執行部から補足説明は。 

( ｢なし｣という声あり ) 

  では委員の皆さんから質疑を受けたいと思う。質疑のある方は。江角

委員。 

江角委員  提案に異議を唱えるものではないので、それを前提に少しお聞きした

い。自治区長の選任方法として合併協定等を見ると、地域住民（地域協

議会等）が推薦意見を尊重し、市長が選任するとなっている。このたび

のこの人選・推薦にあたって、意見というものが出されたのかどうかお

聞きしたい。 

佐々木委員長  金城支所長。 

金城支所長  この自治区長の選任について、経過等を含めてご回答させていただき

たい。7月23日付で市長より地域協議会へ、自治区長の推薦についての諮

問があった。地域協議会におかれては8月5日、これは地域協議会として

は第３回目となるが、地域協議会を開催された。その会議の場において

市長より推薦の諮問があった旨の報告が会長からあった。それを受け、

協議会においてその選考方法についての協議がなされた。協議の結果、

選考方法については選考委員会を設立しようということが決定され、そ

こで地域協議会は一旦終了され、選考委員会が非公開の場で行われてい

る。そこには私どもも同席していないため、状況については承知してい

ない。 

  推薦については２回目となる、第４回地域協議会が8月18日に開催され

ている。これも非公開で行われているが、議題については自治区長推薦

についての１本だった。この場において、選考委員会会長より２点の意

見を添えて協議会に諮られている。 

 その意見の１点目。自治区制度の検証の方向性を決める重要な時期に、

地元の意見をしっかり届けることの出来る人材として相応しいこと。 

  ２点目が、自治区長には自治区制度を採用した経緯、制度の内容、地

域の実態を熟知し、周辺部の意見要望を市長に届ける役目を果たして欲

しいと期待したい、という意見を添えて、現自治区長の岡本利道氏の推

薦について諮られ、それが地域協議会において承認され答申されること

が承認されている。 

佐々木委員長  江角委員。 

江角委員  詳しい説明をありがとうございました。意見が２つ出たという点は、

金城の中においてのことだろうと思うが、先ほど伺ったのは、金城の地

域協議会から市長に対し、人選にあたっての意見が何か出されたのかと

いうことだったのだが、どうか。 

佐々木委員長  金城支所長。 
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金城支所長  すみません、それについてはありません。 

佐々木委員長  江角委員。 

江角委員  地域協議会の規則を見ると、自治区長の選任については秘密会にする

ことが出来るとなっており、先ほどの流れの中にもそういったことが少

し、回は違っても秘密会があったのだろうと思う。市長が諮問された中

で、先ほど報告があったような、内容は分からないと言われたが、そう

した中で議論されたような内容が、諮問された市長の方に伝わっている

のかどうかについては、これは多分伝えなければいけないということは

無いと思うが、諮問された以上はそこでの議論が多少伝わっても良いの

ではないかと思うが、秘密会の性格上それは飽くまでも秘密会で、そこ

だけの話で選定をされているのか。お伺いしたい。 

佐々木委員長  金城支所長。 

金城支所長  第４回目の地域協議会の際に、いわゆる地域協議会の会長さんから、

この推薦についての議題の際に、当然前段として第３回目の地域協議会

が終了された後に開催された選考委員会、その状況を踏まえてこの意見

まとめをされて、それを確認事項として協議会に諮り、そのことは答申

の際に市長に伝えておられる。伝えて市長に答申されている。 

佐々木委員長  はい。他に。森谷委員。 

森谷委員  これについては公聴会等でも市民から批判がある。何への批判かと言

うと、支所長がそのままトコロテン式に自治区長になるという批判。そ

の批判があるにも関わらず、同じことが行われた。 

佐々木委員長  それは金城の話か。 

森谷委員  金城のことを言っている。岡本氏のことを言っている。前回そうなっ

ていて。支所長が自治区長になっている。適任として協議会等で選ばれ

るのは良いとして、次の支所長が定年を迎えて辞める、そうすると今ま

での自治区長は適任ではなくなって、次の支所長が適任で自治区長にな

るというような流れを断ち切らないといけないと思うのだが、その辺は

どのように考えて、今回の流れになっているのか。 

佐々木委員長  地域政策部長。 

地域政策部長  いまのご質問については、公聴会等でもそのような意見も出たことは

承知している。ただ一方で、この間自治区制度等行財政改革推進特別委

員会の中で各地域協議会の正副会長が議員さんと色々意見交換をされる

中で、自治区長について、浜田は別にして金城・旭・弥栄・三隅の各地

域協議会の正副会長は自治区長選任にあたって、やはり行政経験も有し

ており地域のことが良く分かるという意味から、支所長を自治区長に推

薦しているという状況があるということを言われたと思っている。 

  いまあった、自治区長が退任される、その人が不適ということではな

く退任されるということは、それぞれ任期を満了されたり都合があって

退任されているわけで、その後任として適切な方ということで、今回も

そういう方を選任されたと思っている。 

  ただ、先ほどあった公聴会の意見等を踏まえて、現在次期制度の見直

しについての検討は今しているが、現在は現行制度の中のルールで色ん

なことを選任していただくということで、先ほど言ったような意見で今

回こういう結果になったものだと考えている。 

佐々木委員長  森谷委員。 
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森谷委員  私は岡本さんが適任ではないということを言っているのではない。今

度吉永さんが退職されたら、岡本さんの代わりに吉永さんがなるような、

そういう、吉永さんも適任な方だとは思うが、そういう流れをどこかで

断ち切らないといけない。理屈はいくらでもつけられると思う。任期が

切れたとか。では切れても岡本さんのようにもう一期どうだという話も

あるわけなので、任期が切れたことによって的確ではなくて、支所長を

退職した方が的確になるという理屈は、市役所の中では通用するかもし

れないが、一般的には通用しにくい理屈なので、ちょっと一石を投じて

おかねばいけないかと思って質問させてもらった。 

佐々木委員長  他に質疑は。 

( ｢なし｣という声あり ) 

  無いようなので次の議題に移る。 

 

２．同意第5号 浜田市副市長（旭自治区長）の選任について 

佐々木委員長  議題2について。執行部から補足説明は。 

 ( ｢ありません｣という声あり ) 

  では委員から質疑を。江角委員。 

江角委員  先ほど聞いてここで聞かないというわけにいかないので。ここでは新

しい区長さんも前任の区長さんも支所長さんもおられないが、先ほどの

同じ意見が付されたかどうかというようなことを訊けば、答えられれば

答えていただきたい。 

佐々木委員長  旭支所自治振興係長。 

旭自治振興係長  旭自治区の状況について。先ほど金城支所長もご説明いただいたとお

りだが、旭自治区も7月23日に諮問を受けた状況を受け、第３回目の旭自

治区地域協議会を8月に開催した。こちらで議題を挙げ、選任の議論をい

ただいた状況。その会議の状況だが、こちらも人事案件のため非公開と

いう状況の中で議論いただいた。その結果、旭の場合は即日で選任をい

ただいた状況。同じように金城の自治区長と同日で答申を行ったという

状況。 

佐々木委員長  江角委員。 

江角委員  また先ほどと同じことを言うが、その結果意見が付されたかどうかと

いうことをお聞きする。 

旭自治振興係長  旭も特に意見ということはない。 

佐々木委員長  他に。森谷委員。 

森谷委員  旭の自治区長の選任については今は岩倉さん。その方が再任されるの

を強く希望したのが近重副市長だと。どうして岩谷さんになるのかと。

岩倉さん自身が固くご辞退されたと。その結果色々あって岩谷さんが自

治区長になる予定になったということは聞いている。ニュースソースは

申し上げられない。この辺の経緯について少しお話出来るならしてもら

いたい。 

佐々木委員長  旭支所自治振興係長。…地域政策部長。 

地域政策部長  ただいまのご質問の件について、私どもは承知していない。飽くまで

も自治区内で、地域協議会の判断で推薦されて答申されたものだと考え

ている。 

佐々木委員長  森谷委員。 
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森谷委員  了解した。私の得た情報が間違っていたものと思う。失礼した。 

佐々木委員長  他に質疑は。 

( ｢なし｣という声あり ) 

  では、質疑は特に無いようなので質疑終了とする。これから採決に入

るため、執行部の皆さんは退席されて結構です。大変お疲れ様でした。 

 

《 執行部退席 》 

 

○採決 

佐々木委員長  これから採決に入る。 

同意第4号 浜田市副市長（金城自治区長）の選任について 

  まず同意第4号 浜田市副市長（金城自治区長）の選任についてを議題

とする。同意すべきものと決することに、ご異議は。 

( ｢なし｣という声と「あり」という声あり ) 

  「あり」という声が聞こえたので、挙手に変える。同意すべきものと

決することに賛成の方の挙手を求める。 

（ 挙手多数 ） 

  挙手多数。よって同意すべきものと決した。 

 

同意第5号 浜田市副市長（旭自治区長）の選任について 

  次に同意第5号 浜田市副市長（旭自治区長）の選任についてを議題と

する。同意すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。 

（ 挙手多数 ） 

  挙手多数。よって同意すべきものと決した。 

  以上で総務文教委員会を終了するが、これからただちに正副による委

員長報告を作成したい。その後に委員の皆さんに目を通していただき、

それから議場配布としたいと思うが、その流れでよろしいか。 

（ 「はい」という声あり ） 

  では以上で総務文教委員会を終了する。大変お疲れ様でした。 

 

 

〔 10 時 41 分 閉議 〕 

 

 

 

浜田市議会委員会条例第65条の規定により、ここに総務文教委員会会記録を作成する。 

 

浜田市議会総務文教委員長  佐々木 豊 治 ㊞ 


